




事業者から参加者への通知書 

 

 この旅行は、当クラブが契約責任者として、参加者の皆様に代わり㈱JTB と旅行契約を締結します。 

参加にあたっては、下記通知事項をよくお読みいただき承諾をお願いいたします。 

 

1. 参加資格と参加者の変更について 

参加者の資格は契約責任者が定め、契約責任者または参加者の所属する会社が必要と認めたときは、参加者

を交替することがあります。参加者は予めこのことを承諾するものとします。 

2. 個人情報の取り扱いについて    

（１）契約責任者は､参加者の個人情報を参加者と契約責任者との連絡のために利用させていただくほか､㈱

JTB に対して電磁的方法等で送付することによって提供いたします。 

（２）㈱JTB は､契約責任者から提供された参加者の個人情報について､参加者との間の連絡のために利用する

ほか､運送・宿泊機関等（主要な運送・宿泊機関等について契約書面に記載されています）の提供する旅

行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続、旅行保険等旅行に必要な同社と提携する企

業の商品やサービスの御案内、また旅行代金の支払のための手続に必要な範囲内で利用いたします。 

3. 旅行契約の内容の変更・旅行契約の解除について  

契約責任者は、契約責任者が適当と認めたときは旅行契約の内容を変更し、又は旅行契約の全部若しくは一

部を解除すること（一部の参加者に係る旅行契約の解除を含みます。）があります。参加者は予めこのことを

承諾するものとします。 

4. 参加者の㈱JTB に対する責任 

（１）参加者の故意又は過失により㈱JTB が損害を被ったときは、参加者は損害を賠償しなければなりませ

ん。 

（２）参加者は、旅行開始後に、最終日程表に記載された旅行サービスについて、記載内容と異なるものと認

識したときは、旅行地において速やかに㈱JTB、同社の手配代行者又は旅行サービス提供者にその旨を申

し出なければなりません。 

5. その他 

（１）参加者自身にて、外務省安全ホームページを参照し旅行先の情報を確認するものとします。 

（２）健康を害している方、身体に障害のある方、食物アレルギーのある方、妊娠中及び可能性のある方、補

助犬使用者の方その他特別な配慮を必要とする場合は、必要とされる措置の内容をお申し出ください 

（３）参加者都合による取消の場合は、取消料と視察費用をご負担いただきます。ご負担額は下表のとおりで

す。 

  （お一人様あたり） 

弊社が旅行業者に参加の取りやめを通知した日
  

海外旅行取消料として 視察費用として 取消に伴う負担額合計 

① 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

30 日目に当たる日よりも前 

企画書面記載の企画料

金の額(99,000 円) 
 99,000 円 

② 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

30 日目に当たる日以降（③④⑤を除く） 一人当たり旅行代金の

20％相当額 

100,000 円 199,000 円 

③ 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって

7 日目に当たる日以降（④⑤を除く） 
200,000 円 299,000 円 

④ 旅行開始日の前々日以降（⑤を除く） 
一人当たり旅行代金の

50％相当額 
247,500 円 498,000 円 

⑤ 無連絡不参加及び旅行開始後 
一人当たり旅行代金の

100％相当額 
 498,000 円 


